
配布資料②
2016年4月13日　東日本大震災復興及び原子力問題特別委員会　
生活の党と山本太郎となかまたち　山本太郎
環境省ホームページ「100Bq/kg と 8,000Bq/kg の二つの基準の違いについて」より 山本太郎事務室加工



※平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の事故により

放出された放射性物質による環境の汚染への対処に関する特別措置法施行規則（平成 23年 12

月 14日環境省令第 33号）第 14条 

（参考） 

昨年 10月に来日した IAEAのミッションの最終報告書では、「放射性セシウ

ム 8,000Bq/kg 以下のものについて、追加的な措置なく管理型処分場で埋

立てを実施することについて、既存の国際的な方法論と完全に整合性がと

れている。」と評価されています。なお、8,000Bq/kg を超える廃棄物につい

ては、放射性物質汚染対処特措法に基づき、指定廃棄物として国が処理するこ

ととなっていますが、同法に基づき新たに定められた処理基準に従うことより、

安全な処理が可能です。このことについても、IAEA の同報告書の中で、IAEA

メンバー国の方法論と非常に整合性がとれていると評価されています。 
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